
科学技術創生館施設利用内規  

平成 23年６月１日  

内規  

（目的）  

第１条  この内規は、科学技術創生館の２階、３階（以下「創生館」という。）の運用、賃貸料及び

共益費について定めることを目的とする。  

（利用の許可）  

第２条  創生館の利用を希望する者（以下「申請者」という。）は、別記様式により、事務局長に申

し出て、その許可を受けなければならない。  

②  事務局長は、申請者から提出された別記様式に基づき、利用の許可を決定する。  

③  利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、内容を変更する必要が生じた場合、別記

様式により、事務局長に申し出て、その許可を受けなければならない。  

（利用の許可の取り消し等）  

第３条  事務局長は、利用者が利用許可の条件に違反したと認めたとき、又は創生館の管理上支障が

あると認めたときは、当該利用の許可を取り消し、又は当該利用を中止させることができる。  

（賃料）  

第４条  利用者は、賃料を支払うものとする。  

②  前項の賃料は坪単価月額 8,000円（消費税および地方消費税額含む。）とし、坪単価賃料に利用者

が利用する実測面積を乗じて月額賃料を算出する。なお、支払金額百円の位未満は切り捨てとする。  

③  １か月に満たない期間の賃料は日割計算した額とする。  

④  事務局長が特に認めるものについては、第２項の賃料を別表に定める基準により、これを減免す

ることができる。  

（共益費）  

第５条  利用者は、共益費を支払うものとする。  

②  前項の共益費は坪単価月額 1,800円（消費税および地方消費税額含む。）とし、坪単価共益費に利

用者が利用する実測面積を乗じて月額共益費を算出する。なお、支払金額百円の位未満は切り捨て

とする。  

③  １か月に満たない期間の共益費は日割計算した額とする。  

④  事務局長が特に認めるものについては、第２項の共益費を別表に定める基準により、これを減免

することができる。  

（徴収方法）  

第６条  第４条の賃料及び第５条の共益費は、原則として利用月の翌月に利用者に請求するものとす

る。  

（利用期間）  

第７条  創生館を利用できる期間は、原則として１か月以上１年以内とする。但し、特別の事由があ

ると認めた場合は、１年毎に更新することができるものとし、原則として３年を限度として利用を

認めることができる。  

②  前項の場合において、利用者は、事前に承認された期間を超えて利用を希望するときは別記様式

により事務局長に申し出て、その許可を受けなければならない。  

（原状回復）  

第８条  利用者は、創生館の利用が終了したとき、又は第３条により利用の許可を取り消したときは、

利用した施設を速やかに原状回復しなければならない。  

（損害賠償）  

第９条  利用者は、その責に帰すべき事由により、施設等を滅失、破損又は汚損したときは、その損

害を賠償しなければならない。この場合において、損害賠償は、利用者の責任により行うものとす

る。  

（事務）  

第 10条  創生館の管理に関する事務は、関係部門の協力を得て、施設部が分掌する。  

（雑則）  

第 11条  この内規に定めるもののほか、利用に関し必要な事項は、事務局長が定める。  



附  則  

この内規は、平成 23年６月 10日から施行し、平成 23年６月１日から適用する。  

附  則  

この内規は、平成 23年７月 13日から施行し、平成 23年６月１日から適用する。  

附  則  

この内規は、令和２年６月１日から施行する。  

別表（第４条及び第５条関係）  

賃料、共益費の減免基準表  

  

 

減免基準  内容  

賃料  共益費  

期間  

 

 （円／坪・

月）  

（円／坪・

月）  

 

 100％減免  

光熱水費  ＊１  

各種補助金等により本学教員のみが

利用する場合  
０  ０  

プロジェクト

期間内  

 

 80％減免  

光熱水費  要  

各種補助金等により本学教員が企

業、他大学と共同研究を行う場合  
1,600 360 

プロジェクト

期間内  

 

 50％減免  

光熱水費  要  

本学教員と企業等との共同研究  
4,000 900 

原則１年以内   

 減免なし  

光熱水費  要  

学外者のみの利用他  
8,000 1,800 

原則１年以内   

＊１  補助金の種類により、要・不要を判断する。  

別記様式  

（第２条及び第７条関係）  


